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提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い改正しよ 

うとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   高山市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 高山市個人情報保護条例（平成１２年高山市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 個人情報 個人に関する情報で、特定の

個人が識別され、又は他の情報と照合する

ことにより識別され得るものをいう。ただ

し、法人その他の団体に関する情報に含ま

れる当該法人その他の団体の役員に関する

情報及び事業を営む個人の当該事業に関す

る情報を除く。 

⑵ 個人情報 個人に関する情報で、特定の

個人が識別され、又は他の情報と照合する

ことにより識別され得るものをいう。ただ

し、法人その他の団体に関する情報に含ま

れる当該法人その他の団体の役員に関する

情報及び事業を営む個人の当該事業に関す

る情報（当該情報が特定個人情報である場

合を除く。）を除く。 

 ⑶ 特定個人情報 行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「

番号法」という。）第２条第８項に規定す

る特定個人情報をいう。 

 ⑷ 情報提供等記録 番号法第２３条第１項

及び第２項に規定する記録に記録された特

定個人情報をいう。 

⑶～⑹ （略） ⑸～⑻ （略） 

  

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限） 

第８条 実施機関は、個人情報の収集等の目的

を超えた利用（以下「目的外利用」という。

）を行ってはならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、目的外利用をす

ることができる。 

第８条 実施機関は、保有している個人情報（

特定個人情報を除く。以下この条において同

じ。）について個人情報の収集等の目的を超

えた利用（以下「目的外利用」という。）を

行ってはならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当するときは、目的外利用をするこ

番号法第２条第８項 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個

人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第

七条第一項及び第二項、第八条並びに第六十七条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項

を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。 

                   具体例 

                    情報提供ネットワークシステムにおける機関別符号 

                     （別図参照） 

 

 

なお、個人番号は個人情報の定義に合致するため、個人番号単体も特定個人情報である。 

個人番号に対応し、当該個人番号に

代わって用いられる番号、記号その

他の符号であって、住民票コード以

外のもの。 



とができる。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

 （特定個人情報の利用の制限） 

 第８条の２ 実施機関は、保有している特定個

人情報について目的外利用を行ってはならな

い。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個

人の生命、身体又は財産の保護のために必要

がある場合であって、本人の同意があり、又

は本人の同意を得ることが困難であるときは

、保有している特定個人情報（情報提供等記

録を除く。）について目的外利用をすること

ができる。 

  

 （特定個人情報の提供の制限） 

 第８条の３ 実施機関は、番号法第１９条各号

のいずれかに該当する場合を除き、特定個人

情報を提供してはならない。 

  

（訂正又は削除の請求） （訂正又は削除の請求） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 市民は、第６条又は第７条の規定によらな

いで自己情報が収集されていると認めるとき

は、実施機関に対して当該自己情報の削除を

請求することができる。 

２ 市民は、自己情報（情報提供等記録を除く

。）が、第６条若しくは第７条の規定によら

ないで収集されていると認めるとき、番号法

第２０条の規定に違反して収集され、若しく

は保管されていると認めるとき、又は番号法

第２８条の規定に違反して作成された特定個

人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定

する特定個人情報ファイルをいう。）に記録

されていると認めるときは、実施機関に対し

て当該自己情報の削除を請求することができ

る。 



  

（目的外利用等の中止の請求） （目的外利用等の中止の請求） 

第１４条 市民は、第８条の規定によらないで

自己情報が目的外利用若しくは外部提供され

、又はされようとしていると認めるときは、

実施機関に対し、当該目的外利用又は当該外

部提供の中止を請求することができる。 

第１４条 市民は、自己情報（情報提供等記録

を除く。）が、第８条の規定によらないで目

的外利用若しくは外部提供され、若しくはさ

れようとしていると認めるとき、第８条の２

の規定に違反して目的外利用され、若しくは

されようとしていると認めるとき、又は第８

条の３の規定に違反して提供され、若しくは

されようとしていると認めるときは、実施機

関に対し、当該目的外利用、当該外部提供又

は当該提供の中止を請求することができる。 

  

（法定代理人による請求） （法定代理人による請求） 

第１６条 未成年者又は成年被後見人の法定代

理人は、法定代理人であることを明らかにし

て、本人に代わって第１２条第１項に規定す

る開示、第１３条に規定する訂正若しくは削

除又は第１４条に規定する目的外利用若しく

は外部提供の中止の請求をすることができる

。 

第１６条 未成年者又は成年被後見人の法定代

理人（特定個人情報に係る請求にあっては、

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人

又は本人の委任による代理人をいう。以下同

じ。）は、法定代理人であることを明らかに

して、本人に代わって第１２条第１項に規定

する開示、第１３条に規定する訂正若しくは

削除又は第１４条に規定する目的外利用、外

部提供若しくは提供の中止の請求をすること

ができる。 

  

（利用等の停止） （利用等の停止） 

第１８条 実施機関は、第１３条又は第１４条

の規定により自己情報の訂正、削除又は中止

（以下「訂正等」という。）の請求があった

ときは、次条の規定による決定をするまでの

間、当該自己情報の利用又は目的外利用若し

くは外部提供を中止しなければならない。た

だし、中止により実施機関の正当な職務執行

に支障が生じる場合は、この限りでない。 

第１８条 実施機関は、第１３条又は第１４条

の規定により自己情報の訂正、削除又は中止

（以下「訂正等」という。）の請求があった

ときは、次条の規定による決定をするまでの

間、当該自己情報（情報提供等記録を除く。

）の利用又は目的外利用、外部提供若しくは

提供を停止しなければならない。ただし、停

止により実施機関の正当な職務執行に支障が

第１４条 改正する。番号法第２９条の改正を踏まえた改正 

特定個人情報の利用及び提供の制限を新設したため、第８条の２、第８条の３を追加する。 

第１８条 改正する。番号法第２９条及び第３０条を踏まえた改正 

情報提供等記録については、利用停止請求は認めないため、除外するものである。 

 

利用停止請求事由の追加を規定する必要あり。 



生じる場合は、この限りでない。 

  

（費用負担） （費用負担） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 自己情報の開示の請求をして、当該自己情

報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交

付に要する費用を負担しなければならない。 

２ 自己情報の開示の請求をして、当該自己情

報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交

付に要する費用を負担しなければならない。

ただし、実施機関は、経済的困難により自己

の特定個人情報の写しの交付に要する費用を

納付する資力がないと認めるときは、当該費

用を免除することができる。 

  

（他の制度との調整） （他の制度との調整） 

第３１条 他の法令等の規定により個人情報の

開示又は訂正等の手続が別に定められている

場合は、その定めるところによるものとする

。 

第３１条 他の法令等の規定により個人情報（

特定個人情報を除く。）の開示又は訂正等の

手続が別に定められている場合は、その定め

るところによるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の改正

は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 


